
JP 2019-39531 A 2019.3.14

10

(57)【要約】
【課題】必要な出力を維持しつつ小型化することができ
る駆動装置を提供する。
【解決手段】駆動装置１は、モータ１０と、モータ１０
が発生する力を伝達する少なくとも１つの歯車を有する
中間歯車列２０と、外部に駆動力を出力するための出力
軸３０とを備えている。また、駆動装置１は、中間歯車
列２０と出力軸３０との間に設けられ、中間歯車列２０
と出力軸３０との間の力の伝達を遮断可能にするトルク
リミッタ４０と、トルクリミッタ４０と出力軸３０との
間に設けられた遊星歯車機構５０とを備えている。遊星
歯車機構５０は、モータ１０と並列に配設されている。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータと、
　該モータが発生する力を伝達する少なくとも１つの歯車を有する中間歯車列と、
　外部に駆動力を出力するための出力軸と、
　前記中間歯車列と前記出力軸との間に設けられ、前記中間歯車列と前記出力軸との間の
力の伝達を遮断可能にするトルクリミッタと、
　前記トルクリミッタと前記出力軸との間に設けられた遊星歯車機構とを備え、
　前記遊星歯車機構は、前記モータと並列に配設されていることを特徴とする駆動装置。
【請求項２】
　前記出力軸、前記遊星歯車機構、及び前記トルクリミッタは、直列に配設されているこ
とを特徴とする請求項１記載の駆動装置。
【請求項３】
　前記遊星歯車機構は、内歯車が形成された貫通孔を有する部材である内歯車部材を有し
ており、該内歯車部材は、前記駆動装置において固定されることを特徴とする請求項１又
は２記載の駆動装置。
【請求項４】
　前記モータ、前記中間歯車列、前記トルクリミッタ、及び前記遊星歯車機構を収容する
ケースを更に備え、
　前記内歯車部材は、前記ケースの一部を形成することを特徴とする請求項３記載の駆動
装置。
【請求項５】
　前記内歯車部材は、前記ケースとは別体であることを特徴とする請求項４記載の駆動装
置。
【請求項６】
　前記内歯車部材は、前記貫通孔の延び方向において互いに背向する一対の面を有する扁
平な板状の部材であることを特徴とする請求項５記載の駆動装置。
【請求項７】
　前記内歯車部材は、前記ケースと一体であることを特徴とする請求項４記載の駆動装置
。
【請求項８】
　前記遊星歯車機構の中心軸は、前記モータの中心軸と平行になっていることを特徴とす
る請求項１乃至７のいずれか１項記載の駆動装置。
【請求項９】
　前記出力軸の回転方向における位置を検出するための検出用歯車を有するポテンショメ
ータを更に備え、前記出力軸は、前記検出用歯車と係合する検出用歯車係合歯車を有して
いることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項記載の駆動装置。
【請求項１０】
　前記検出用歯車は、前記出力軸と前記モータとの間に配設されていることを特徴とする
請求項９記載の駆動装置。
【請求項１１】
　前記遊星歯車機構の複数の遊星歯車は、前記出力軸に保持されており、前記遊星歯車機
構の太陽歯車は、前記トルクリミッタの出力側に設けられていることを特徴とする請求項
１乃至１０のいずれか１項記載の駆動装置。
【請求項１２】
　前記中間歯車列は、前記出力軸側の中間歯車列出力歯車を有しており、前記トルクリミ
ッタは、前記中間歯車列出力歯車に収容されていることを特徴とする請求項１乃至１１の
いずれか１項記載の駆動装置。
【請求項１３】
　前記出力軸は、前記モータの出力軸であるモータ出力軸とは反対側に向かって延びてい
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ることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項記載の駆動装置。
【請求項１４】
　前記トルクリミッタは、互いに重ねて配置された複数の摩擦板と、少なくとも１つの皿
ばねと、出力側部材とを有しており、前記摩擦板は、前記出力側部材と前記中間歯車列の
１つの歯車との間に前記皿ばねにより押圧された状態で配設されていることを特徴とする
請求項１乃至１３のいずれか１項記載の駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動装置に関し、トルクリミッタを有する駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、駆動装置が蓋等を開閉する開閉装置において使用されており、このような駆
動装置は、例えば、便座又は便蓋を開閉する駆動装置として使用されている。このような
駆動装置には、使用者が便座又は便蓋を手動で開閉して、便座又は便蓋を介して駆動装置
に所定値以上のトルク（過負荷）が加えられたときに、トルクの伝達を遮断することで、
駆動装置の歯車やモータを保護するトルクリミッタが設けられている。このような駆動装
置においては、モータの動力が複数の歯車等からなる中間歯車列を介して出力軸に伝達さ
れるようになっており、この力の伝達経路に設けられたトルクリミッタによって過負荷の
遮断が可能になっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－２０５６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　開閉装置において、駆動装置の取り付けスペースの縮小が従来から望まれており、従来
の駆動装置に対しては更なる小型化が求められている。一方、駆動装置は、便座や便蓋等
を回動するために十分な出力を発生しなければならない。このように、従来の駆動装置に
対しては、必要な出力を維持しつつ小型化を図ることができる構造が求められていた。
【０００５】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、必要な出力を維持し
つつ小型化することができる駆動装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る駆動装置は、モータと、該モータが発生する
力を伝達する少なくとも１つの歯車を有する中間歯車列と、外部に駆動力を出力するため
の出力軸と、前記中間歯車列と前記出力軸との間に設けられ、前記中間歯車列と前記出力
軸との間の力の伝達を遮断可能にするトルクリミッタと、前記トルクリミッタと前記出力
軸との間に設けられた遊星歯車機構とを備え、前記遊星歯車機構は、前記モータと並列に
配設されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記出力軸、前記遊星歯車機構、及び前記ト
ルクリミッタは、直列に配設されている。
【０００８】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記遊星歯車機構は、内歯車が形成された貫
通孔を有する部材である内歯車部材を有しており、該内歯車部材は、前記駆動装置におい
て固定される。
【０００９】
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　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記モータ、前記中間歯車列、前記トルクリ
ミッタ、及び前記遊星歯車機構を収容するケースを更に備え、前記内歯車部材は、前記ケ
ースの一部を形成する。
【００１０】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記内歯車部材は、前記ケースとは別体であ
る。
【００１１】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記内歯車部材は、前記貫通孔の延び方向に
おいて互いに背向する一対の面を有する扁平な板状の部材である。
【００１２】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記内歯車部材は、前記ケースと一体である
。
【００１３】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記遊星歯車機構の中心軸は、前記モータの
中心軸と平行になっている。
【００１４】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記出力軸の回転方向における位置を検出す
るための検出用歯車を有するポテンショメータを更に備え、前記出力軸は、前記検出用歯
車と係合する検出用歯車係合歯車を有している。
【００１５】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記検出用歯車は、前記出力軸と前記モータ
との間に配設されている。
【００１６】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記遊星歯車機構の複数の遊星歯車は、前記
出力軸に保持されており、前記遊星歯車機構の太陽歯車は、前記トルクリミッタの出力側
に設けられている。
【００１７】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記中間歯車列は、前記出力軸側の中間歯車
列出力歯車を有しており、前記トルクリミッタは、前記中間歯車列出力歯車に収容されて
いる。
【００１８】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記出力軸は、前記モータの出力軸であるモ
ータ出力軸とは反対側に向かって延びている。
【００１９】
　本発明の一態様に係る駆動装置において、前記トルクリミッタは、互いに重ねて配置さ
れた複数の摩擦板と、少なくとも１つの皿ばねと、出力側部材とを有しており、前記摩擦
板は、前記出力側部材と前記中間歯車列の１つの歯車との間に前記皿ばねにより押圧され
た状態で配設されている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る駆動装置によれば、必要な出力を維持しつつ小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】本発明の実施の形態に係る駆動装置をケースを除いた状態で示す、駆動装置の
構成を概略的に示す斜視図である。
【図１Ｂ】本発明の実施の形態に係る駆動装置をケースを除いた状態で示す、駆動装置の
構成を概略的に示す背面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る駆動装置の外観を概略的に示す斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る駆動装置における中間歯車列出力歯車及びトルクリミ
ッタの構成を概略的に示す断面図である。
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【図４】本発明の実施の形態に係る駆動装置における遊星歯車機構の構成を概略的に示す
斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る駆動装置における遊星歯車機構の構成を概略的に示す
分解斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る駆動装置における遊星歯車機構の構成を概略的に示す
断面図である。
【図７】図１に示す状態における駆動装置の他の斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る駆動装置が使用される一例である電動便座付き便器の
構成を概略的に示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　図１Ａは、本発明の実施の形態に係る駆動装置１の構成を概略的に示す斜視図であり、
図１Ｂは、駆動装置１の背面図である。図１Ａ，Ｂにおいては、ケース２が除かれている
。また、図２は、駆動装置１の外観を概略的に示す斜視図である。図１Ａ及び図２に示す
ように、本発明の実施の形態に係る駆動装置１は、モータ１０と、モータ１０が発生する
力を伝達する少なくとも１つの歯車を有する中間歯車列２０と、外部に駆動力を出力する
ための出力軸３０とを備えている。また、駆動装置１は、中間歯車列２０と出力軸３０と
の間に設けられ、中間歯車列２０と出力軸３０との間の力の伝達を遮断可能にするトルク
リミッタ４０と、トルクリミッタ４０と出力軸３０との間に設けられた遊星歯車機構５０
とを備えている。遊星歯車機構５０は、モータ１０と並列に配設されている。以下、駆動
装置１の構成について具体的に説明する。以下、説明の便宜上、駆動装置１において、モ
ータ１０の出力側の側を入力側とし、出力軸３０の出力側の側を出力側とする。
【００２４】
　図１Ａに示すように、モータ１０は、出力軸としてのモータ出力軸１１を有している。
モータ１０には、図示しないリード線を介して駆動信号又は電気が供給され、この駆動信
号又は電気によって、モータ１０のモータ出力軸１１が回転する。モータ１０としては、
例えば、ステッピングモータ、ＤＣモータ、及びＤＣブラシレスモータ等を用いることが
できる。モータ１０は、ＡＣモータであってもよい。
【００２５】
　中間歯車列２０は、上述のように、モータ１０の出力を伝達するために少なくとも１つ
の歯車を有しており、例えば図１Ａに示すようにモータ出力軸１１に取り付けられたウォ
ーム２１、１つ又は複数の中間歯車、及び中間歯車列出力歯車２５を有している。本実施
の形態においては、中間歯車列２０は４つの中間歯車２２～２４を有している。中間歯車
列２０は中間歯車を有していなくてもよい。ウォーム２１は、モータ出力軸１１の先端に
固定されたはすば歯車である。中間歯車２２～２４は、夫々同様の形状を有しており、大
径の歯車と小径の歯車が同軸に軸方向に並んで形成されており、回転速度を減速可能にな
っている。中間歯車列出力歯車２５は、中間歯車列２０において出力側に位置する歯車で
ある。
【００２６】
　中間歯車２２の大径歯車２２ａは、ウォーム２１と噛み合うはすば歯車である。中間歯
車２２の小径歯車２２ｂは、大径歯車２２ａと同軸に軸方向に並んで一体成形されて設け
られている。小径歯車２２ｂは、平歯歯車であり、中間歯車２３の大径歯車２３ａと噛み
合わされている。中間歯車２２は、回転シャフト２２ｃに回転可能に保持されており、回
転シャフト２２ｃは、駆動装置１において保持されている。回転シャフト２２ｃは、例え
ば、一端、例えば入力側の一端において後述するケース２の内部に固定されている。中間
歯車２２の回転シャフト２２ｃとモータ出力軸１１とは、互いに平行に延びている。また
、中間歯車２２は、モータ出力軸１１のモータ軸線ｘ１方向において、ウォーム２１と同
じ又は略同じ位置に設けられている。
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【００２７】
　中間歯車２３の大径歯車２３ａは、中間歯車２２の小径歯車２２ｂと噛み合う平歯歯車
である。中間歯車２３の小径歯車２３ｂは、大径歯車２３ａと同軸に軸方向に並んで一体
成形されて設けられている。小径歯車２３ｂは、平歯歯車であり、中間歯車２４の大径歯
車２４ａと噛み合わされている。中間歯車２３は、回転シャフト２３ｃに回転可能に保持
されており、回転シャフト２３ｃは、駆動装置１において保持されている。回転シャフト
２３ｃは、例えば、一端、例えば入力側の一端において後述するケース２の内部に固定さ
れている。中間歯車２３の回転シャフト２３ｃと中間歯車２２の回転シャフト２２ｃとは
、互いに平行に延びている。また、中間歯車２３は、モータ軸線ｘ１方向において、中間
歯車２２の小径歯車２２ｂと同じ又は略同じ位置に設けられている。
【００２８】
　中間歯車２４の大径歯車２４ａは、中間歯車２３の小径歯車２３ｂと噛み合う平歯歯車
である。中間歯車２４の小径歯車２４ｂは、大径歯車２４ａと同軸に軸方向に並んで一体
成形されて設けられている。小径歯車２４ｂは、平歯歯車であり、中間歯車列出力歯車２
５と噛み合わされている。中間歯車２４は、回転シャフト２４ｃに回転可能に保持されて
おり、回転シャフト２４ｃは、駆動装置１において保持されている。回転シャフト２４ｃ
は、例えば、一端、例えば入力側の一端において後述するケース２の内部に固定されてい
る。中間歯車２４の回転シャフト２４ｃと中間歯車２３の回転シャフト２３ｃとは、互い
に平行に延びている。また、中間歯車２４は、モータ軸線ｘ１方向において、中間歯車２
３の小径歯車２３ｂと同じ又は略同じ位置に設けられている。
【００２９】
　図１Ｂに示すように、駆動装置１の背面側（モータ軸線ｘ１方向において入力側）から
見て、中間歯車２２～２４は、モータ軸線ｘ１方向において大径歯車２２ａ～２４ａが互
いに重なり合っており、また、モータ１０は、モータ軸線ｘ１方向において大径歯車２２
ａと互いに重なり合っている。このように、モータ１０及び中間歯車２２～２４は、短手
方向において、おおよそモータ１０の幅（モータ軸線ｘ１に直交する方向の寸法）の範囲
内に収まるようになっており、また、長手方向においても、小さな範囲内に収まるように
なっている。これにより、駆動装置１の小型化が図られている。なお、図１Ｂに示すよう
に、駆動装置１において、モータ軸線ｘ１に直交する方向において後述する出力軸線ｘ２
と交差する方向を長手方向とし、この長手方向に直交する方向を短手方向とする。
【００３０】
　中間歯車列出力歯車２５は、中間歯車列２０の動力伝達経路において最下流側に配置さ
れている歯車であり、平歯歯車である。中間歯車列出力歯車２５は、中間歯車２２～２４
とは異なり２段の歯車となっておらず、１段の歯車を形成している。また、後述するよう
に、トルクリミッタ４０が、中間歯車列出力歯車２５に収容されている。
【００３１】
　図３は、中間歯車列出力歯車２５及びトルクリミッタ４０の構成を概略的に示す断面図
である。中間歯車列出力歯車２５は、図３に示すように、出力軸線ｘ２を中心又は略中心
とする円筒状又は略円筒状の円筒部２５ａと、円筒部２５ａの出力軸線ｘ２方向における
中央又は略中央に成形された仕切部２５ｂと、円筒部２５ａの外周面に成形された出力歯
車部２５ｃとを有している。中間歯車列出力歯車２５は同一の材料から一体的に形成され
ており、円筒部２５ａ、仕切部２５ｂ、及び出力歯車部２５ｃは、一体に形成された中間
歯車列出力歯車２５の各部分である。仕切部２５ｂは、中空の円盤状又は略円盤状の円盤
部２５ｄと、円盤部２５ｄの内周側の端部から入力側に向かって延びる出力軸線ｘ２を中
心又は略中心とする円筒状又は略円筒状のフランジ部２５ｅとを有している。仕切部２５
ｂは、中間歯車列出力歯車２５において、出力側及び入力側に出力側空間２５ｆ及び入力
側空間２５ｇを形成している。
【００３２】
　中間歯車列出力歯車２５は、回転シャフト４５に相対回転不可能に保持されており、回
転シャフト４５は、駆動装置１において回転可能に保持されている。回転シャフト４５は
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、例えば、入力側の端部が後述するケース２の内部に保持されている。具体的には、回転
シャフト４５は、中間歯車列出力歯車２５の仕切部２５ｂのフランジ部２５ｅの内周側の
貫通孔を挿通されており、中間歯車列出力歯車２５は、仕切部２５ｂのフランジ部２５ｅ
において回転シャフト４５に相対回転不可能に、また、回転シャフト４５に沿って出力軸
線ｘ２方向に移動可能に支持されている。中間歯車列出力歯車２５は、図１Ｂに示すよう
に、駆動装置１の背面側から見て、短手方向においておおよそモータ１０の幅（モータ軸
線ｘ１に直交する方向の寸法）の範囲内に収まるようになっており、また、中間歯車２２
～２４と同様に、中間歯車２３，２４とモータ出力軸線ｘ１方向において重なり合ってお
り、駆動装置１の長手方向において小さな範囲内に収まるようになっている。これにより
、駆動装置１の小型化が図られている。
【００３３】
　トルクリミッタ４０は、図３に示すように、互いに重ねて配置された一対の駆動側摩擦
板４１と被駆動側摩擦板４２とを少なくとも一組有しており、また、少なくとも１つの皿
ばね４３と、出力側部材４４とを有している。摩擦板４１，４２は、出力側部材４４と中
間歯車列２０の１つの歯車（中間歯車列出力歯車）２５との間に皿ばね４３により押圧さ
れた状態で配設されている。具体的には、トルクリミッタ４０は、一対の駆動側摩擦板４
１及び被駆動側摩擦板４２を複数組有しており、複数の駆動側摩擦板４１及び被駆動側摩
擦板４２は、中間歯車列出力歯車２５の内部に形成された出力側空間２５ｆ内に交互に収
容されている。より具体的には、駆動側摩擦板４１は、金属板（例えば、ＳＵＳ３０４）
や樹脂板等から形成されており、円環形状を有しており、出力軸線ｘ２方向に平行に配列
されている。また、駆動側摩擦板４１は、その外周側の端部において、出力側空間２５ｆ
における中間歯車列出力歯車２５の円筒部２５ａの内周面２５ｈに係止されており、中間
歯車列出力歯車２５と駆動側摩擦板４１とは一体に回転するようになっている。また、被
駆動側摩擦板４２は、金属板（例えば、ベリリウム銅）や樹脂板等から形成されており、
円環形状を有しており、出力軸線ｘ２方向に平行に配列されている。また、被駆動側摩擦
板４２は、その内周側の端部において、出力側部材４４の出力側空間２５ｆに位置する部
分に係止されており、出力側部材４４と被駆動側摩擦板４２とは一体に回転するようにな
っている。駆動側摩擦板４１及び被駆動側摩擦板４２は、出力側空間２５ｆ内において出
力軸線ｘ２方向に自由になっている。
【００３４】
　出力側部材４４は、出力軸線ｘ２に沿って延びる筒状の部材であり、円筒状又は略円筒
状の円筒部４４ａと、円筒部４４ａの入力側の端部から外周側に突出した円盤状のフラン
ジである円盤部４４ｂと、円盤部４４ｂの入力側の面から出力軸線ｘ２に沿って入力側に
延びる立設部４４ｃとを有している。図３においては、円盤部４４ｂは、出力側空間２５
ｆ内に進入できないようになっているが、円盤部４４ｂは、中間歯車列出力歯車２５の出
力側空間２５ｆ内に進入できるように、円盤部４４ｂの外径は、内周面２５ｈの径よりも
小さくなっていてもよい。立設部４４ｃは、出力軸線ｘ２に沿って延びる筒状の部材であ
り、出力軸線ｘ２に直交する断面における輪郭が多角形となっている。被駆動側摩擦板４
２には立設部４４ｃが挿入され、立設部４４ｃの内周側の端部は、立設部４４ｃの外周面
に回転不能に係合している。また、出力側部材４４に形成されている貫通孔４４ｄには、
回転シャフト４５が挿通されており、出力側部材４４は、回転シャフト４５に回転可能に
、また、回転シャフト４５に沿って出力軸線ｘ２方向に移動可能に支持されている。なお
、立設部４４ｃは筒状ではなくてもよい。円盤部４４ｂから延びる複数の板状の部材が、
回転シャフト４５周りに等角度間隔で配設されて形成されてもよい。
【００３５】
　また、出力側部材４４は、回転シャフト４５に沿って出力側に向かって所定の位置まで
移動可能になっている。具体的には、上述のように、回転シャフト４５は、中間歯車列出
力歯車２５及び出力側部材４４を貫通してこれらを摺動可能に保持する円筒状又は略円筒
状のシャフト部４５ｂと、このシャフト部４５ｂの出力側の端から延びるヘッド部４５ａ
とを有している。ヘッド部４５ａは、シャフト部４５ｂよりも外周側に出っ張っており、
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回転シャフト４５の延び方向の所定の位置に段差を形成している。シャフト部４５ｂが挿
通された出力側部材４４は、ヘッド部４５ａに入力側から係止するようになっており、回
転シャフト４５において、ヘッド部４５ａと係止する位置よりも出力側に移動できないよ
うになっている。また、出力側部材４４と回転シャフト４５との間にはスライドワッシャ
４６が設けられていてもよい。
【００３６】
　皿ばね４３は、中間歯車列出力歯車２５の内部に形成された入力側空間２５ｇ内に収容
されており、中間歯車列出力歯車２５の仕切部２５ｂに入力側から接触して、仕切部２５
ｂを出力側に押圧している。具体的には、複数の皿ばね４３の中空部に挿入されたフラン
ジ部２５ｅの貫通孔に回転シャフト４５のシャフト部４５ｂが挿入されて、回転シャフト
４５のシャフト部４５ｂに固定されたワッシャ４７によって、皿ばね４３は入力側から仕
切部２５ｂに押しつけられている。ワッシャ４７は、その中空部に回転シャフト４５が挿
入され、仕切部２５ｂのとの間に皿ばね４３を挟んで、仕切部２５ｂに入力側から対面配
置されている。また、ワッシャ４７は、少なくとも入力側からシャフト部４５ｂに係合さ
れて保持されている。具体的には、回転シャフト４５のシャフト部４５ｂの入力側の端部
に形成されたねじ部４５ｃにナット４８が螺合しており、ナット４８が入力側からワッシ
ャ４７に接触して、シャフト部４５ｂにおいてこのナット４８との接触位置よりも入力側
にワッシャ４７が移動できないようになっている。
【００３７】
　トルクリミッタ４０は上述の構成を有しており、回転シャフト４５のヘッド部４５ａと
ナット４８との間に、中間歯車列出力歯車２５と出力側部材４４が挟まれて、皿ばね４３
が中間歯車列出力歯車２５の仕切部２５ｂを介して中間歯車列出力歯車２５の出力側空間
２５ｆ内に回転方向に固定された駆動側摩擦板４１が、出力側において隣接する被駆動側
摩擦板４２に夫々押し付けられている。中間歯車列出力歯車２５と出力側部材４４とは、
一体的に回転するようになっており、中間歯車列２０を介して伝達されるモータ１０の出
力が出力側部材４４も伝達されるようになっている。また、駆動側摩擦板４１と被駆動側
摩擦板４２との間に発生する摩擦力を超えたトルクが、出力側部材４４又は中間歯車列出
力歯車２５に入力されると、駆動側摩擦板４１と被駆動側摩擦板４２との間の係合は解除
され、このトルクが入力された中間歯車列出力歯車２５又は出力側部材４４は空転し、中
間歯車列出力歯車２５と出力側部材４４との間の力の伝達経路は遮断される。
【００３８】
　図４は、本発明の実施の形態に係る遊星歯車機構５０の構成を概略的に示す斜視図であ
り、図５は、遊星歯車機構５０の構成を概略的に示す分解斜視図であり、図６は、遊星歯
車機構５０の構成を概略的に示す断面図である。図４～図６に示すように、遊星歯車機構
５０の太陽歯車５１は、トルクリミッタ４０の出力側部材４４によって形成されている。
具体的には、出力側部材４４の円筒部４４ａの外周面には、太陽歯車５１の歯列が形成さ
れており、太陽歯車５１は出力側部材４４の円筒部４４ａによって形成されている。これ
により、回転シャフト４５がトルクリミッタ４０の回転シャフトと遊星歯車機構５０の回
転シャフトとなっており、トルクリミッタ４０と遊星歯車機構５０は出力軸線ｘ２方向に
直列に配設されている。遊星歯車機構５０の太陽歯車５１は、平歯歯車である。
【００３９】
　遊星歯車機構５０は、太陽歯車５１と噛み合う複数の遊星歯車を有しており、例えば図
４～６に示すように３つの遊星歯車５２～５４を有している。遊星歯車５２～５４は、平
歯歯車である。遊星歯車５２～５４は、夫々回転シャフト５２ａ～５４ａに回動可能に支
持されており、回転シャフト５２ａ～５４ａの一端は、出力軸３０に固定されている。
【００４０】
　遊星歯車機構５０は、内歯車５６が形成された貫通孔５７を有する部材である内歯車部
材５５を有しており、内歯車部材５５は、駆動装置１において固定されている。内歯車部
材５５において、貫通孔５７は遊星歯車５２～５４を内部に収容するように、内歯車５６
は外周側から遊星歯車５２～５４に噛み合うように形成されている。このように、遊星歯



(9) JP 2019-39531 A 2019.3.14

10

20

30

40

50

車機構５０は、プラネタリー型の遊星歯車機構である。内歯車部材５５は、具体的には、
貫通孔５７の延び方向において互いに背向する一対の面を有する扁平な板状の部材である
。より具体的には、内歯車部材５５の貫通孔５７は、出力軸線ｘ２に沿って延びており、
内歯車部材５５は、出力軸線ｘ２に直交又は略直交して延びる互い背向する平面又は略平
面である側面５５ａ，５５ｂを有している。また、内歯車部材５５は、側面５５ａ，５５
ｂを外周側において接続する外周面５５ｃに、内歯車部材５５を他の部材に固定するため
のボス部５８を有している。内歯車５６は、３つの遊星歯車５２～５４と噛み合う平歯の
内歯車である。
【００４１】
　図６に示すように、遊星歯車機構５０の太陽歯車５１、遊星歯車５２～５４、及び内歯
車５６は、内歯車部材５５の出力軸線ｘ２方向における幅の範囲内の（側面５５ａ，５５
ｂとの間の）領域を占めており、出力軸線ｘ２方向において小型化されている。また、図
１Ａに示すように、遊星歯車機構５０の回転シャフト４５は、モータ出力軸１１と互いに
平行に延びており、遊星歯車機構５０とモータ１０とは、モータ軸線ｘ１（出力軸線ｘ２
）方向において同じ又は略同じ位置に設けられており、遊星歯車機構５０は、モータ１０
と並列に配設されている。
【００４２】
　出力軸３０は、中間歯車列２０、トルクリミッタ４０、及び遊星歯車機構５０を介して
伝達されるモータ１０の力を駆動力として駆動装置１の外部に出力するための軸であり、
図２に示すように、出力側の端部がケース２の外部に突き出している。出力軸３０は、図
５～７に示すように、出力軸線ｘ２に沿って延びる部材であり、略筒状の基部３１と、基
部３１の出力側から延びる外部出力部３２とを有している。
【００４３】
　基部３１の遊星歯車機構５０側（入力側）には、円盤状のフランジである円盤部３３が
設けられている。また、基部３１には、図５及び図６に示すように、円盤部３３の遊星歯
車機構５０側の面（入力側面３３ａ）から内部に延びる、出力軸線ｘ２に沿った円柱状又
は略円柱状の空間を形成する支持部３４が形成されている。支持部３４は、遊星歯車機構
５０の回転シャフト４５の入力側の端部を収容して回転シャフト４５を支持するために設
けられている。また、円盤部３３の入力側面３３ａには、遊星歯車機構５０の遊星歯車５
２～５４の回転シャフト５２ａ～５４ａを支持するための支持部３５ａ～３５ｃが設けら
れている。支持部３５ａ～３５ｃは、例えば図５に示すように、入力側面３３ａに形成さ
れた凹部であり、回転シャフト５２ａ～５４ａが夫々嵌着可能に形成されている。出力軸
３０の外部出力部３２は、駆動装置１が使用される開閉装置において開閉する蓋等の回動
軸に取り付け可能に形成されている。
【００４４】
　また、駆動装置１は、図１及び図７に示すように、出力軸３０の回転方向における位置
を検出するための検出用歯車６１を有するポテンショメータ６０を備えている。また、出
力軸３０は、検出用歯車６１と係合する検出用歯車係合歯車６２を有している。具体的に
は、ポテンショメータ６０は、出力軸３０とモータ１０との間に設けられており、検出用
歯車係合歯車６２は、基部３１において円盤部３３よりも外部出力部３２側に設けられて
いる。検出用歯車６１は、出力軸３０とモータ１０との間において、検出用歯車係合歯車
６２と噛み合わされている。検出用歯車６１及び検出用歯車係合歯車６２は、平歯歯車で
ある。
【００４５】
　上述のように、遊星歯車機構５０の回転シャフト４５と出力軸３０とは同一の軸（出力
軸ｘ２）上にあり、遊星歯車機構５０と出力軸３０は直列に配設されている。また、出力
軸３０の延び方向（出力軸線ｘ２方向において入力側から出力側に向かう方向）は、モー
タ出力軸１１の延び方向（モータ出力軸線ｘ１方向において出力側に向かう方向）とは互
いに反対になっている。このように、駆動装置１においては、モータ１０、中間歯車列２
０、トルクリミッタ４０、遊星歯車機構５０、及び出力軸３０に亘る力の伝達経路は略コ
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の字型となっている。また、出力軸３０、遊星歯車機構５０、及びトルクリミッタ４０は
、出力軸線ｘ２に沿って直列に配設されている。このため、駆動装置１が小型化されてい
る。
【００４６】
　図２に示すように、駆動装置１において、モータ１０、中間歯車列２０、トルクリミッ
タ４０、遊星歯車機構５０、及びポテンショメータ６０は、ケース２に収容されている。
また、内歯車部材５５の外周面５５ｃの一部は、ケース２に形成された開口３に、ケース
２と面一に嵌まり込むようになっており、内歯車部材５５は、ケース２と別体であるが、
ケース２の一部を形成している。また、ケース２の出力側の側面には、出力軸３０を挿通
するための貫通孔である挿通孔４が設けられており、挿通孔４から出力軸３０が突出して
いる。
【００４７】
　次いで、上述の構成を有する駆動装置１の作用について説明する。図８は、駆動装置１
が使用される一例である電動便座付き便器７０の構成を概略的に示す斜視図である。図８
に示すように、駆動装置１は、電動便座付き便器７０のケーシング７１内に配設されてお
り、便座７２や蓋７３を開閉駆動するものである。
【００４８】
　電動便座付き便器７０における所定の操作によって便座７２及び／又は蓋７３（以下蓋
等という。）の開動作が指示されると、駆動装置１において、モータ１０が開閉装置の蓋
等を開状態とする駆動信号を受け、モータ１０が蓋等を開状態とする方向に回転する。モ
ータ１０が回転すると、ウォーム２１、中間歯車２２、中間歯車２３、中間歯車２４、中
間歯車列出力歯車２５が順に回転する。中間歯車列出力歯車２５が回転すると、中間歯車
列出力歯車２５に回転不能に固定されている駆動側摩擦板４１が共に回転する。駆動側摩
擦板４１の回転力は、駆動側摩擦板４１と被駆動側摩擦板４２と間に発生する静止摩擦力
により、被駆動側摩擦板４２に伝達され、被駆動側摩擦板４２が回転する。被駆動側摩擦
板４２が回転すると、被駆動側摩擦板４２が回転不能に固定されている出力側部材４４が
回転する。出力側部材４４が回転すると、出力側部材４４と共に太陽歯車５１が回転し、
遊星歯車５２～５４が回転して、内歯車５６内で遊星歯車５２～５４が公転する。この遊
星歯車５２～５４の公転により、出力軸３０が回転する。これにより、モータ１０が発生
する力が出力軸３０から駆動力として電動便座付き便器７０の蓋等の図示しない回動軸に
伝達され、この回動軸が回動し、蓋等が開く。
【００４９】
　また、駆動装置１において、モータ１０が蓋等を閉状態とする駆動信号を受けると、モ
ータ１０が蓋等を閉状態とする方向に回転し、上述の蓋等の開動作と同様に、ウォーム２
１、中間歯車列２０、トルクリミッタ４０、及び遊星歯車機構５０を介してモータ１０の
力が出力軸３０に伝達される。そして、モータ１０が発生する力が出力軸３０から駆動力
として電動便座付き便器７０の蓋等の図示しない回動軸に伝達され、この回動軸が回動し
、蓋等が閉じる。
【００５０】
　一方、電動便座付き便器７０において、使用者が便座７２や蓋７３を手動で開状態や閉
状態とする手動操作を行って便座７２や蓋７３の回転軸に負荷が加えられると、この回動
軸が開方向又は閉方向に回転する。この回動軸が回転すると、回転力が、出力軸３０、遊
星歯車機構５０を介して、出力側部材４４に伝達される。便座７２や蓋７３の手動操作に
基づいて出力側部材４４に伝達されるトルクが、駆動側摩擦板４１と被駆動側摩擦板４２
との間の最大静止摩擦力を上回っている場合には、駆動側摩擦板４１に対して被駆動側摩
擦板４２がスリップし、出力側部材４４に加わるトルクが駆動側摩擦板４１及び被駆動側
摩擦板４２を介して中間歯車列出力歯車に伝達されず、トルクリミッタ４０によって使用
者の手動操作に基づくトルクの伝達が遮断される。このため、使用者の手動操作に基づく
トルクがウォーム２１まで伝達されてしまうことにより、ウォーム２１、中間歯車列２０
、トルクリミッタ４０、遊星歯車機構５０、及び出力軸３０等の部材が破損することを防
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止することができる。
【００５１】
　駆動装置１において、トルクリミッタ４０と出力軸３０との間に遊星歯車機構５０を設
け、遊星歯車機構５０をモータ１０と並列に配設することで、トルクリミッタ４０と出力
軸３０との間の機構の省スペース化を図ることができる。また、遊星歯車機構５０の回転
シャフト４５は、モータ出力軸１１と平行になっていることで、駆動装置１を一段と小型
化することができる。また、トルクリミッタ４０を出力軸３０に近い位置に配置すること
ができ、このためトルクリミッタ４０の力の伝達経路をより出力側で遮断でき、駆動装置
１の内部構造の保護を図ることができる。
【００５２】
　また、出力軸３０、遊星歯車機構５０、及び前記トルクリミッタ４０を直列に配設する
ことで、出力軸線ｘ２方向において駆動装置１を更に小型化することができる。また、遊
星歯車機構５０の各機構が、扁平な内歯車部材５５の幅（出力軸方向ｘ２における幅）内
に納められており、内歯車部材５５が駆動装置１において固定されていることで、駆動装
置１を更に小型化することができる。また、プラネタリー型の遊星歯車機構５０が用いら
れており、モータ１０の力の伝達経路を小型化したとしても、伝達トルクの低下を抑制す
ることができる
【００５３】
　また、ケース２の一部を形成する内歯車部材５５がケース２とは別体としているため、
内歯車部材５５とケース２との材質を異ならせることができ、内歯車部材５５の材質を歯
車に適した部材とすることができる。例えば、ケース２の材料としては、ガラスを含む樹
脂があり、内歯車部材５５の材料としては、摩耗に強い樹脂がある。また、遊星歯車機構
５０の回転シャフト４５は、モータ出力軸１１と平行になっていることで、駆動装置１を
一段と省スペース化することができ、駆動装置１を更に小型化することができる。
【００５４】
　また、出力軸３０の回転方向における位置を検出するための検出用歯車６１を有するポ
テンショメータ６０の検出用歯車６１は、出力軸３０に設けられた検出用歯車係合歯車６
２と噛み合っており、出力軸３０に対して直接検出用歯車６１を係合させることができ、
出力軸３０の位置を高精度で検出することができる。また、検出用歯車６１を出力軸３０
とモータ１０との間に配設することで、駆動装置１を更に小型化することができる。
【００５５】
　また、トルクリミッタ４０が中間歯車列出力歯車２５に収容されていることで、出力軸
線ｘ２方向において駆動装置１を更に小型化することができる。また、出力軸３０がモー
タ出力軸１１とは反対側に向かって延びていることで、出力軸線ｘ２方向において複数の
歯車を設けることができ出力軸線ｘ２方向において駆動装置１を更に小型化することがで
きる。
【００５６】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記本発明の実施の形態に限
定されるものではなく、本発明の概念及び特許請求の範囲に含まれるあらゆる態様を含む
。また、上述した課題及び効果の少なくとも一部を奏するように、各構成を適宜選択的に
組み合わせてもよい。例えば、上記実施の形態における、各構成要素の形状、材料、配置
、サイズ等は、本発明の具体的使用態様によって適宜変更され得る。
【００５７】
　例えば、駆動装置１として便座７２や蓋７３を開閉する電動便座付き便器７０を一例に
本発明の実施の形態について説明したが、他の装置の蓋の開閉をするようにしてもよい。
駆動装置１の適用対象における駆動装置１の位置は適宜変更するようにしてもよく、駆動
装置１を複数設けてもよい。駆動装置１は、例えば、電動便座付き便器のみならず、ディ
スプレイを開閉するラップトップパソコンや、蓋を開閉するゴミ箱等の容器、ドア等を開
閉する洗濯機等の開閉装置に適用することができる。
【００５８】
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　また、駆動装置１として内歯車部材５５を別体としてケース２の一部に形成した場合を
一例に本発明の実施の形態について説明したが、内歯車部材５５がケース２とは一体であ
ってもよい。内歯車部材５５とケース２とを一体とすることで、内歯車部材５５を別の部
材として設ける必要がなくなり、駆動装置１の部品点数を削減することができる。
【符号の説明】
【００５９】
１…駆動装置、２…ケース、３…開口、４…挿通孔、１０…モータ、１１…モータ出力軸
、２０…中間歯車列、２１…ウォーム、２２～２４…中間歯車、２２ａ～２４ａ…大径歯
車、２２ｂ～２４ｂ…小径歯車、２２ｃ～２４ｃ…回転シャフト、２５…中間歯車列出力
歯車、２５ａ…円筒部、２５ｂ…仕切部、２５ｃ…出力歯車部、２５ｄ…円盤部、２５ｅ
…フランジ部、２５ｆ…出力側空間、２５ｇ…入力側空間、２５ｈ，２５ｉ…内周面、３
０…出力軸、３１…基部、３２…外部出力部、３３…円盤部、３３ａ…入力側面、３４…
支持部、３５ａ～３５ｃ…支持部、４０…トルクリミッタ、４１…駆動側摩擦板、４２…
被駆動側摩擦板、４３…皿ばね、４４…出力側部材、４４ａ…円筒部、４４ｂ…円盤部、
４４ｃ…立設部、４４ｄ…貫通孔、４５…回転シャフト、４５ａ…ヘッド部、４５ｂ…シ
ャフト部、４５ｃ…ねじ部、４６…スライドワッシャ、４７…ワッシャ、４８…ナット、
５０…遊星歯車機構、５１…太陽歯車、５２～５４…遊星歯車、５２ａ～５４ａ…回転シ
ャフト、５５…内歯車部材、５５ａ，５５ｂ…側面、５５ｃ…外周面、５６…内歯車、５
７…貫通孔、５８…ボス部、６０…ポテンショメータ、６１…検出用歯車、６２…検出用
歯車係合歯車、７０…電動便座付き便器、７１…ケーシング、７２…便座、７３…蓋、ｘ
１…モータ軸線、ｘ２…出力軸線

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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